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質 疑 ・ 回 答 書 
令和４年５月２４日 

 

発注番号  
開札日 令和４年５月３０日 

業 務 名 諸福中学校下足室改修工事設計業務委託 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 

１ 改修位置・範囲・仕様の指示をお願いします。 改修位置・範囲については、別添資料のとおりで

す。仕様についてはＳ造です。 

２ 地質調査とあるのですが、改修内容は撤去新

築もしくは増築で確認申請が必要というこ

とでしょうか。 

撤去後、新築（増築）となるので確認申請は必要

です。 

３ 既設下足室の規模がわかる平面図等を御提

示ください。 
別添資料「図面（諸福中学校下足室改修工事設計

業務委託）」のとおりです。 

４ 概算改修工事費と実施工事費の提出が共に

９月末までとなっていますが、概算工事費は

事前に提出する必要はないのでしょうか。 

９月末までに実施工事費が確定しない場合、事前

に概算工事費が必要です。 

５ 建築（構造）、給排水衛生設備、空調換気設

備の実施設計が適用になっておりますが、想

定されている改修内容を御教示ください。 

建築（構造）に係る実施設計においては適用とな

りますが、給排水衛生設備、空調換気設備の実施

設計において、該当しなければ適用外となります。 

６ 下足室改修工事のための地質調査とありま

すが、改修ではなく解体、新築もしくは増築

を想定されているのでしょうか。新築、増築

を想定されている場合は構造、規模を御教示

ください。 

解体、新築の予定です。 
・構造：Ｓ造 
・規模：１階建（別添資料のとおり） 

７ 新築、増築を想定されている場合、建物はす

べて検査済証取得済み若しくは現況調査報

告書を大阪府に提出したことがあるかお教

えください。 

検査済証取得済です。 
なお、現況調査報告書についてはＥＶ増築に伴い

提出済みです。 

８ 仕様書Ｐ１のⅠ業務概要３.(４)ｅ.について、

建築基準法第６条の手続きが必要ですか。必

要な場合、申請手数料は別途でよろしいです

か。 

手続きは必要です。 
申請手数料は別途です。 

 
以下余白 


